
リスク分担一覧表（1／2）

凡例：○印：当該リスクの主分担、　△印：当該リスクの従分担

市 事業者

契約締結リスク
委託者の責めにより契約を結べない、または契
約手続きに時間を要する場合

○

受託者の責めにより契約を結べない、または契
約手続きに時間を要する場合

○

本委託契約に関する議決が得られない場合 ○

政治リスク
市の政策変更による事業の変更、中断または中
止（契約議案の否決は契約リスク）

○

法令変更リスク
浄化槽法、水質汚濁防止法、その他本事業の実
施に関する法令の変更､新たな規制法令の成立

○

商法、民法等、会社の運営等に関する法令の変
更､新たな規制法令の成立

○

税制変更リスク 本事業の実施に関する新税の成立、税率の変更 ○

法人税等受託者の利益に関する新税の成立、税
率の変更

○

許認可リスク 施設管理者として市が取得すべき許認可の遅延 ○

維持管理及び運営業務の実施に関して受託者が
行うべき申請等の手続きの不備等による許認可
の遅延

○

住民問題リスク
本委託業務を行政サービスとして実施すること
に関する住民反対運動、訴訟

○

維持管理及び運営等、受託者の業務実施に伴い
生じる住民反対運動、訴訟

○

第三者賠償リスク 受託者の行う業務に起因する事故、受託者の業
務の不備に起因する事故などにより第三者に与
えた損害

○

受託者の委託範囲において、運営段階における
浸水・騒音・振動・悪臭等

○

上記以外のもの ○

環境保全リスク 維持管理及び運営等、受託者が行う業務に起因
する環境問題（悪臭、騒音、振動、有害物質の
排出等）

○

上記以外のもの ○

委託者の指示、議会の不承認によるもの ○

委託者の債務不履行によるもの ○

受託者の業務放棄、破綻によるもの ○

物価変動リスク 委託期間のインフレ・デフレ ○

R8年度～R12年度

リ　　ス　　ク　項　　目
リスク分担

　
共
　
　
通

委託業務中止・延
期に関するリスク



リスク分担一覧表（2／2）

凡例：○印：当該リスクの主分担、　△印：当該リスクの従分担

市 事業者

　
共
通 不可抗力リスク

想定してない、あるいは想定を超える家風、豪
雨、地震等の自然災害及び騒乱その他の人為的
事象による施設損害、建設、維持管理、運営業
務の変更または中止

○

要求水準未遂リス
ク

受託者の行う維持管理業務の要求水準未遂(書類
の不備を含む)

○

計画変更リスク 委託業務内容・用途の変更に関するもの ○

施設瑕疵リスク 施設の瑕疵（瑕疵担保期間内の場合） ○

施設の瑕疵（瑕疵担保期間外の場合） ○

市の指示による維持管理費の増加 ○

受託者の責による維持管理費の増加 ○

汚泥処理リスク
市が設置した施設の不良による汚泥処理費用の
増加

○

受託者の提案に基づく汚泥の処理の不備による
汚泥処理費用の増加

○

施設損傷リスク
施設の劣化に対して、受託者が適切な維持管理
業務を実施しないことに起因する施設の損傷

○

委託者の責めにより施設が損傷した場合 ○

上記以外のもの ○

下水の水質、汚泥
含水率変動リスク

流入水による場合かやむを得ない場合による経
費の増加

○

上記以外の経費の増加 ○

受託者の責めによる補修費の増大 ○

上記以外のもの ○

技術進歩リスク
市の指示による新技術導入に伴う維持管理・運
営業務の変更

○

市の責による業務移管の遅延 ○

受託者の責による業務移管の遅延 ○

※上記以外については、双方協議して定める。

※契約書に規定のあるものは、契約書の規定を優先する。

移管リスク

リスク分担

移
管
時

リ　　ス　　ク　項　　目

維持管理費増加リ
スク

　
運
転
・
維
持
管
理
運
営

突発修繕費の増大
リスク



ユーティリティ調達に係る受託者の業務及び責任範囲

＜光熱水費、電話料金＞

ガソリン※1 灯油※2 軽油 電気料金 水道料金 電話料金

○ ○ － × ○ ○

○ ○ － × ○ ○

○ ○ ○ × ○ ○

○ ○ － × ○ ○

- - - × - ○

　○受託者負担 ※1　混合油含む

　×　市　負担 ※2　暖房用

＜原材料＞

　　参　　　考　　　品　　　名

＜消耗品＞

　　参　　　考　　　品　　　名

R8年度～R12年度

フロートスイッチ、自営小修繕に要する原材料　　等

市野沢地区農業集落排水処理施設

島守地区農業集落排水処理施設

原　　材　　料

消　　耗　　品

滅菌用次亜塩素酸カルシウム、油脂類（オイル・グリス・タービン油
等）、記録紙、チャート紙、インク類、汎用工具類、汎用測定器具類、
Ｖベルト、プラグ類、パッキン、ボルト・ナット、スイッチ、乾電池、草刈
機、草刈機用替刃、清掃用品類、除草剤、害虫駆除剤、塗料類、水質
試験器具、水質試験用薬品、事務用品類、蛍光灯、誘導灯、機器ラ
ンプ類　等

上記及び１件当り３万円未満の機械部品・電気機器部品

名　　称

上記消耗品類及びそのほか１件当り１万円未満の消耗品備　　考

施設名

一日市地区農業集落排水処理施設

豊崎地区農業集落排水処理施設

名　　称

備　　考

各中継マンホールポンプ場


